
利用料早見表【長期入所・ユニット型個室】 （令和7年2月1日現在） 2割

（在宅強化型） 老人保健施設　アールそせい

＜合計金額＞ ※上段・・・１日あたり　　　下段・・・１ヶ月（３０日）あたり

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介護保険負担
の上限＊

¥44,400

¥93,000

＜内訳＞

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

施設サービス費* ¥1,951 ¥2,110 ¥2,248 ¥2,371 ¥2,482

日用品費

教養娯楽費

おやつ代（希望者） ¥150 （内消費税11円）

部屋代

第1段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階・現役並み所得

第1段階

第２段階

第３段階

第４段階・現役並み所得

¥1,360

食
費

¥150

¥150
共
通

¥197,400

¥246,000
課税所得380万円（年収約770万円）～課税所
得690万円（年収約1,160万円）未満

区分

¥211,530

¥880

４階ご利用の場合のみ　￥110（内消費税10円）

¥390

¥3,000

居
住
費

¥1,650

¥880

¥1,370

　（朝食：420円／昼食：660円／夕食：570円）

¥650

＊施設サービス費には、夜勤職員配置加算（50円）、栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算（24円）、サービス提供体制強化加算
（46円）が含まれています。
＊介護職員処遇改善加算として、施設サービス費及び加算料金の7.5％が加算されます。

¥216,300 ¥220,440 ¥224,130

¥300

¥7,210 ¥7,348 ¥7,471 ¥7,582

≪高額介護サービス費≫

※４階ご利用の場合は、上記金額にお部屋代3,300円（1ヶ月）が追加となります。

¥227,460

¥7,051第４段階（一般所得）
世帯に市民税の課税者がおられる方

現役並み所得
世帯に課税所得145万円以上の
第1号被保険者がおられる方

1ヶ月（30日）の合計金額

課税所得380万円（年収約770万円）未満



老人保健施設　アールそせい ＜加算料金＞　網掛けは、原則、皆様に加算させていただく項目となります。
１日 1月（30日） １日 1月（30日）

¥540 ¥500

¥418 ¥1,004

¥502 ¥314

¥251 ¥251

¥251 ¥418

※ ¥107 ¥3,198 ¥111

¥757 ¥69

¥1,672 ¥7

¥126 ¥3,762 ¥27

¥63 ¥1,881 ¥21

¥418 ¥32

¥941 ¥42

¥836 ¥627

¥1,045 ¥84

¥523 ¥126

¥1,254 ¥42

¥836 ¥21

¥627 ¥11

¥209 ¥502

¥836 ¥209

¥209 ¥21

¥188

¥230

¥13 ¥1,129

¥55 （内消費税5円）

¥110 （内消費税10円）

¥165 （内消費税15円）

療養食加算（１食あたり）

新興感染症等施設療養費（月5日限度）

生産性向上推進体制加算Ⅰ（1月につき）

生産性向上推進体制加算Ⅱ（1月につき）

認知症緊急対応加算

認知症ﾁｰﾑｹｱ推進加算Ⅱ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算Ⅰ

外泊時費用

加算項目

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰ 所定疾患施設療養費Ⅰ

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅱ 所定疾患施設療養費Ⅱ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰ 認知症ﾁｰﾑｹｱ推進加算Ⅰ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅱ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算Ⅱ

外泊時在宅ｻｰﾋﾞｽ利用費用 褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅰ

初期加算Ⅰ（入所後30日以内） 褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅱ

排せつ支援加算Ⅰ

再入所時栄養連携加算（1回限り） 排せつ支援加算Ⅱ

入所前後訪問指導加算Ⅰ 排せつ支援加算Ⅲ

試行的退所時指導加算 自立支援促進加算

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ

※超強化型老健の基準を満たす場合に加算されます

協力医療機関連携加算

経口維持加算Ⅰ

経口維持加算Ⅱ

＜自己負担＞（お１人１日あたり）

科学的介護推進体制加算Ⅰ

退所時情報提供加算Ⅱ 科学的介護推進体制加算Ⅱ

入退所前連携加算Ⅰ 安全対策体制加算（１回限り）

入退所前連携加算Ⅱ 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ

口腔衛生管理加算Ⅰ

口腔衛生管理加算Ⅱ

電気代　：　電気器具使用数５～６点

※２点に付き55円UP

加算項目

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ

初期加算Ⅱ（入所後30日以内）

退所時情報提供加算Ⅰ

訪問看護指示加算

若年性認知症利用者受入加算

電気代　：　電気器具使用数３～４点

電気代　：　電気器具使用数１～２点


